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第 98回

第五電子工業の化学物質管理

さらに、国内法の有機溶剤に関する対応や直接人体に

与える影響等は安全衛生委員会で対応することとなっ

た。

2. 当社の方針

　地球環境保全や人体への影響等も考慮して各規制の

禁止・制限物質の対応は言うまでもなく、人体に悪影

響を及ぼす物質の全廃や制限や適切な処置を施す等の

対策を講じている。近年、日本の規制強化が図られた

溶接ヒューム対策や有機溶剤対策も安全衛生委員会を

通じて強化を図っている。具体的な施策はのちに述べ

るとして、化学物質管理は、製品の含有物質管理と製

造に使用する化学物質の管理という 2 つの異なる性質

に分類することができる。
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1. 化学物質管理を初めた経緯

　当社で化学物質管理を始めたきっかけは、EU（欧州

連合）の RoHS指令に対応するためであった。当時は、

RoHS禁止 6 物質の全廃と調査を行うことから始めた。

金属製品を手掛けている当社にとっては、鉛、カドニ

ウム、六価クロムが対象となっていた。鉛は接合に使

用する半田に含有している。カドミニウムは銅合金に

含有、六価クロムは亜鉛メッキに含有している。各材

料メーカーが EU輸出に対応するためにRoHSフリーの

材料開発を開始し、当社も新素材での試作を実施し切

り替えを行なった。その後客先である大手半導体メー

カーからの調査依頼が頻繁に発生したために、化学物

質管理を行う部署を新設し対応することとし、現在で

も定期的に調査依頼が来ている。その後は RoHS指令

も世界中に広まり、新たに REACH規制や紛争鉱物規

制等あらゆる規制のニーズに対応するようになった。
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3. 顧客対応事例

　国内法の順守はもちろんだが、各国の規制への個別

対応もしなければならない。当社では直接輸出はほと

んどないが、部品を提供している得意先は高い輸出比

率になっている。そのため当然、当社の部品も規制の

対象となる。直接の含有は言うまでもなく間接含有に

つながる物質の使用も禁止されている。具体的には、

生産に関わる全てのものに規制物質が非含有か規制値

以下でなくてはならない。例えば、製品を加工する工

具や治具、洗浄や磨きに使用する副資材（ウエス等）、

薬品、溶剤、検査に使用する機器等、製品に直接触れ

る可能性があるもの全ての規制物質の含有が禁止・規

制されている。よって全ての品物の含有物を調査し問

題ないことを証明しなければならない。規制が始まっ

た当初は得意先から化学物質管理の監査を受けた。当

社の仕入先全てが監査の対象で、主要仕入先には得意

先による直接現地監査が実施されるほどの内容だっ

た。新規取引をする場合は、品質監査と同様に化学物

質監査が実施され合格しないと取引ができないほど厳

密な管理を行われている。実際、監査不合格で取引を

停止した仕入先も発生している。当社も数年かかって

書類等を整備して現在ではどの会社の監査でも合格で

きるレベルに達した。

　日々の管理としては、定期的に依頼される化学物質

調査に対応することが重要である。新規で受注した製

品は調査が依頼される。現在は chemSHERPAを使用し

得意先に回答している。図表 3 において当社が川中企

業で得意先は川下企業、仕入先は川上企業にあたる。

始めた当初は仕入先が化学物質調査の概念も調査ツー

ルも理解しておらず苦労したが、現在では川下企業に

も浸透し調査自体はスムーズに行えるようになった。

図表 3
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　chemSHERPAの調査の他に、SDS（MSDS【安全デー

タシート】）や禁止物質の非含有証明書、ミルシート

【鋼材検査証明書】等を取り寄せることもある。有機溶

剤等を新規に購入する場合は SDSを必ず調達し確認し

てから導入する必要がある。これらの書類は得意先か

ら要求あれば、都度提出する。その他、含有物質管理

とは別に紛争鉱物規制というものある。鉱物の利益が

武装集団や戦争資金に回ることを禁止する規制で、そ

のような地域・団体からの調達でないか調査し報告す

る義務がある。化学物質管理とは多少違うが、このよ

うな調査も化学物質調査担当が行っている。現在の当

社の窓口は品質管理部（品質保証課）で行っている。

4. 当社の化学物質管理体制について

　当社の化学物質の管理体制は、社外的対応と社内的

対応で 2 つの組織で運営されている。製品の含有化学

物質管理と生産に使用している化学物質の管理で各々

の役割を与えている。対外的な対応は窓口を統一し、

社内的な管理は部署間を横断的に管理する体制とし

た。化学物質管理者は安全衛生委員会の下部組織に各

部署が実際の管理を行っている。

　図表 4 の体制表は、品質保証課の業務内容の内、化

学物質管理や環境対応に関連する事項のみ抽出して記

載している。品質保証課の役割は広範囲で環境、品質、

情報セキュリティー等も統括している。安全衛生委員

会は毎月 1 回開催し、化学物質管理者会議は必要に応

じて都度開催している。

図表 4
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5. 化学物質管理における課題

　当社のような金属加工を行っている企業は、一般的

に化学の知識を持ち合わせている人は少ない。よって

化学物質管理者の任命の際は課題が発生する。幸い当

社は、大学卒で工業化学を専攻していた社員がいたの

で、その社員を中心にして勉強会を実施し、化学の知

識から管理者の職務まで、定期的に教育を行うことと

した。 

　しかしながら当社の仕入先は小規模な企業が多いの

で、知識を持った人材が乏しく、安全衛生委員会等の

開催を義務化されていない企業もあるので、（化学物質

管理の）体制がない場合も多い。また、直接大手企業

との取引がなければ、化学物質管理を要求されること

も少ないので、会社に化学物質管理の概念自体がない

場合もある。よって今後の浸透には大きな課題が残さ

れている。まずは中核企業である当社が確実に体制を

構築することにより、仕入先等を教育できるレベルま

で引き上げていきたいと考えている。昨今では化学物

質管理にとどまらず、SDGsやサステナビリティーの

中にある人権、労働環境、脱酸素等、世の中や得意先

から要求される事案が高度化しているのでその流れに

遅れないような体制や知識の構築が不可欠になってい

る。

図表 5
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6. 当社の取組について

6.1 当社の取組の概要

　当社のマネジメントの全体図は図表 6 のようになっ

ている。委員会は全部で 8 個あり相互に相関しなが

ら活動している。化学物質管理の位置づけは環境委

員会、安全衛生委員会、BCP委員会と各製造担当部署

にまたがり管理している。外部的要因の管理は環境・

BCPが担い、内部な対策は安全衛生委員会が担うとい

う構図になっている。これとは別の組織として、品質

保証課が外部との連絡窓口と調査業務を担当してい

る。

 　化学物質管理の本筋を上げると以下の 4 点に分類

されると考えている。

① 化学物質の社員の人体への影響

② 化学物質の周辺環境への影響

③ 化学物質の地球環境への影響

④ 化学物質の世界人類への影響

　①②は当社の内なる影響で、③④は当社の外へ向け

ての影響と分析でき、①②の影響は当社の中で使用す

る化学物質によるもので、③④の影響は当社の外へ行

くのに起因する。以上のように化学物質の管理は異な

る 2 つの側面を持つ。当然、管理手法は異なってくる

ので、各役割分担をしている。以下に具体的に説明す

る。

6.1 社員の人体への影響について

　この管理は図表 4 にも示しているが、安全衛生委員

会を元に環境委委員会もサポートして、化学物質管理

責任者を各部署に置き管理を行っている。使用化学物

質を抽出しリスクマネジメントを実施し法律規定や人

体に影響を及ぼす恐れのある化学物質に対しては、個

別に対策案を立案し実施する。対策案とは保護具や設

備等による対応である。現在は、リスクマネジメント

を実施中で今後検証していくことになる。問題点は、

だれを管理者にするか、どのように教育をし、適切に

対応できる人材に育てるかである。教育については 7

項で述べるとする。また、本来業務を抱えながら管理

を担当しているので、業務に追われると検討や管理が

おろそかになってしまう傾向がある。部署によっては

本来業務を外し専念させている場合もある。間接部門

が益々多くなることも会社経営にとっては重荷になっ

ているのも事実である。

図表 6
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6.2 周辺環境への影響

　当社は直接物質を製造する会社ではないので、直接

製造に関するものから環境に悪影響を及ぼすものはな

いと考える。影響を与えるものとして考えられるの

は、工場排出と緊急時（災害含む）の排出である。

　工場排出管理は環境委員会の元で実施されている。

排出で考えられるものとしては工場排水と工場排気等

が考えられるが、当社は排気に有害物質が含まれる可

能性は低いことから、排水管理のみを実施している。

排水できないものは、一次的にタンクに貯蔵し適切に

保管し、定期的に処理業者に処分してもらっている。

業者にはマニフェストを必ず作成してもらい適切に保

管している。排出先責任が発生するので、取引業者と

は、契約書を取り交わし、厳密に管理している。

　緊急時については BCP委員会で対策が講じられてい

る。貯蔵タンクからの液漏れや設備からの油漏れ等が

起こらないよう、建物の耐震化は元より、設備や棚や

貯蔵タンク等の転倒防止対策を推進している。想定以

上の災害が発生し、外部流出の恐れがあるときは速や

かに処置する方法や通報連絡する方法がマニュアルに

記載されている。また、訓練・教育も実施している。

しかしながら 1 年に 1 回の訓練で緊急時に活かされる

か心配なところもある。

6.3 地球環境への影響

　地球環境への影響としては、工場の廃棄物と製品そ

のものに含有する化学物質が考えられる。

　工場の廃棄物に関しては 6.2 の排出物と同様に産業

廃棄物業者に委託することになるが、手順も同様に契

約書、マニフェストでしっかりと管理を行っている。

　製品の含有化学物質に関しては、それを使用する人

達に関する害や製品の廃棄を行うときに問題となる物

質が近年各国で使用禁止物質として規制されている。

1 項で述べたように当社が最初に意識したのが EUの

RoHS指令である。製品に含有が禁止された物質の中

で金属部品に関係するものは、鉛、カドミウム、水銀、

六価クロムであり、鉛は塗料や半田の中に含まれ、カ

ドミウムは銀ローや銅合金に、六価クロムはメッキに

含まれていた。3 年猶予のうちに全廃が得意先より指

示され、鉛フリー半田や三価クロムメッキへの変更

等、あらゆる部品において対策を行った。3 年後には

RoHSフリー工場を宣言し各得意先の監査を受けて合

格した。その後は、3 項で説明したように調査依頼に

対応している。このほかにも数種類の規制対応を実施

している。

図表 7
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6.4 世界人類への影響

　世界環境と人類への影響は直接的につながってい

る。世界環境が悪化すれば、人類の命を脅かすことに

なるので密接に関連している。昨今の世界環境をみる

とプラスチックの廃棄問題でマイクロプラスチックが

生態系や人類に与える影響、もっと言えば、原子力汚

染や地球温暖化により地球の平均気温が上昇すること

で様々問題が発生している。弊社も二酸化炭素の排出

を抑えるべく、対策を推進中である。グリーンイノ

ベーションを目指していく。また、世界環境汚染がこ

れ以上進まないように、グリーン調達やリサイクル、

リユースも積極的に推進してゆく。

7. 教育について

　社員教育がどの企業でも課題があるのではないかと

思う。当社も例外ではなく継続的に計画的に教育して

いくことの難しさを実感する。また、昨今では変化の

スピードが速いためついていくのがやっとというのが

実情である。次々と日本を含め世界各国が規制や指導

を新たに増やしている。化学物質の知識教育や管理者

の育成は、社内人材で指導するのは難しく、外部講習

や研修を活用して実施している。新たに規制が追加さ

れたらネット等で検索し、関連の研修があれば社員を

派遣して習得させ、習得した社員が今度は他の社員に

対して指導、アドバイスをしていくという構図で進め

ている。現在では中堅社員が実務を担当しているの

で、あと数年は安泰かもしれないが、人材不足から担

い手が集中してしまっているのも事実である。この課

題を教育のみで解決するなはかなり厳しいと感じる。

ものづくりの企業には一定程度、管理不向きな社員

がいる。職人的な人材である。そのようなものを任命

し、教育を実施して担当させてもほとんどうまくいか

ない。人材の育成とスキルを持った人材を採用すると

言う二面の対策で今後も進めていかないとならないと

思っている。教育は管理担当者だけに行うものでもな

い、当社では新人教育の中で化学物質管理も教育プロ

グラムの中に取入れ実践している。教育のプログラム

の作成は、人事総務部で体系的に、既存社員も含めて

行っている。

終わりに

　今回は化学物質管理というテーマだが、この用語に

は様々な意味があると思う。化学の進歩で人類は化学

物質を用いて豊かにも便利にもなった。しかしその反

面、化学物質によって苦しんでいる人が世界中に大勢

いるのも事実である。戦時では原子爆弾や化学兵器に

よって大勢の命を奪った。また昭和の時代には、化学

物質によって公害が発生し人々を苦しめ最悪命をも

奪った。これは製造業たる企業の責任において発生し

ている。当時は化学物質の知識がなかったための悲

劇とも言えなくはないが、あってはならないことであ

る。戦争のように故意に傷つけている場合は論外とし

ても、皆が正しい知識をもって正しく使用し、また規

制しながら化学物質を使用していかなくてはならない

と思う。化学物質は今後も世界の発展に寄与していく

と思うが、正しい使用方法と管理を怠ると世界を不幸

にしてしまうことも考えられる。当社もこのことを強

く意識しながら、微力ではあるが社会の発展と繁栄に

貢献していきたいと考えている。最後にこのような機

会を与えてくれた編集者に感謝申し上げます。読者の

方に少しでもお役に立てれば幸いです。


